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前橋市地域公共交通網形成計画策定に係る 

パブリックコメントの実施結果について 

 

 

１ 意見募集期間 

  平成３０年１月５日（金）から平成３０年１月３０日（火）まで 

 

２ 意見提出状況 

(1) 意見提出者数 ２４人 

 (2) 意見提出件数 ７３件 

 (3) 意見の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 意見及び市の考え方の公表 

  前橋市パブリックコメント手続実施要綱に基づき、いただいたご意見に対する市の

考え方を公表する。 

  意見及び市の考え方は、２～１４ページのとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

№ 項   目 件数(件) 

１ 計画全般に関する意見 ８  

２ バス交通網に関する意見 １３  

３ 地域の交通に関する意見 ２１  

４ 個別のバス路線に関する意見 ３  

５ 鉄道に関する意見 ３  

６ 道路に関する意見 ２  

７ マイタクに関する意見 １０  

８ まちづくりに関する意見 １  

９ 公共交通の利便性向上に関する意見 ６  

10 その他の意見 ６  

合   計 ７３  

資料２－１ 
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（１）計画全般に関する意見 
 

№ 意見の概要等 意見に対する市の考え方 

１ 

 

 交通の目的を、通勤・通学・業務（配

達等）・私事（買物）等の日常的交通と、

業務（営業等）・私事（観光・スポーツ・

レクリエーション）等の非日常的交通に

区分し、それぞれの特性に対応した施策

を行うべきではないか。 

 

 平成 28 年度に路線バスの利用者を対象

に実施したアンケート調査結果（66 ペー

ジ）より、バスについて、ピーク時は主に

通勤・通学、オフピーク時は主に趣味・娯

楽・社交・買物等で利用されており、鉄道

も同様であると推測しています。このた

め、これらの活動の目的・時間を考慮しな

がら、公共交通ネットワークの再編を進め

ていく必要がありますので、いただいたご

意見を参考に、99 ページの広域幹線及び

114 ページの都心幹線において、様々な移

動目的を支える公共交通サービスを提供

する旨を追記します。 

２  計画概要版の施策の展開イメージ図

にある駅と拠点とを結ぶ交通は、主に通

勤通学など日常的交通の前橋市内～市

外間の動線と、非日常的交通に対応した

動線と考えられ、通勤通学等の日常的交

通に対応するには、人口密度の高い住宅

地と中心市街地を結ぶ路線をきめ細か

くネットワークする必要があるのでは

ないか。 

 施策の展開イメージにおける駅と拠点

を結ぶ交通は、多様な動線を支える必要が

あることから、日常と非日常を区分してお

らず、他の交通も同様となっています。 

 具体的な路線の設定にあたっては、いた

だいたご意見を参考にさせていただきま

す。 

３ 高齢社会やコンパクトなまちづくり

に対応するためにも、市街化調整区域の

拠点よりも市街化区域の住居系地域と

中心市街地の交通利便性の向上が重要

ではないか。 

本計画では、市街化調整区域等において

も、鉄道駅や、中心市街地からのバス路線

のバス停を結節・乗換えポイントとして整

備し、地域内の移動のほか、広域的な移動

の確保を図ることとしています。 

しかしながら、現在、本市で策定中であ

るコンパクトなまちづくりを目指す立地

適正化計画との連携を踏まえますと、ご意

見のとおり、市街化区域内の住居系地域

（将来にわたり人口の集積がみられる地

域）を中心に、バス路線の維持や充実を図

ること（99ページ）は重要であると考えて

います。 
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また、中心市街地においては、地域内の

主要拠点を結ぶ都心幹線（114 ページ）の

設定等により、利便性の向上を図ることと

しています。 

４  地域公共交通は市民だけではなく、外

から前橋へ来る人にも優しいものであ

ってほしい。 

 誰にとっても利用しやすい公共交通と

なるよう、本計画では、分かりやすい情報

案内（109 ページ）等に取り組んでいくこ

ととしています。 

なお、いただいたご意見を参考に、分か

りやすい情報案内の検討にあたって、市外

からの来訪者など不慣れな人等にも配慮

する旨を追記します。 

５  公共交通マスタープランとの整合性

はあるのか。 

公共交通マスタープランは、平成 23 年

に策定しましたが、その後の急速な高齢化

率の上昇（H23.12末：23.8％→H29.12末：

28.2％）など、公共交通を取り巻く環境は

大きく変化しています。また、平成 26 年

の法改正により、本計画は、特にまちづく

り施策との整合が求められるようになり

ました。 

 このため、本計画の策定にあたっては、

公共交通マスタープランを意識しつつ、新

たに現状分析や課題抽出、課題解決のため

の施策の設定等を行いました。 

６  評価指標について、一人あたりの年間

公共交通利用回数が平成 28 年度実績 57

回に対して、平成 34年度 59回と、数値

としてあまり差がなく、評価指標として

分かりづらい。もっと分かりやすい指標

にした方がよい。 

 90ページの目標値は、公共交通網再編の

効果による利用回数の増要因と、少子高齢

化の進展等に伴う減要因等を勘案して設

定したものです。 

なお、当該評価指標は、総合戦略や総合

計画においても使用されており、本計画に

おいても、それらの計画で提示した目標値

と整合させながら設定しています。 
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（２）バス交通網に関する意見 

７  鉄道とバスの連携を図るため、ＪＲ駒

形駅やその他の駅、人の集まる場所にＰ

＆Ｒを設置した方がよい。 

 鉄道駅や主要バス停における結節強化

策（104 ページ）として、電車の発着時刻

を考慮したバス運行ダイヤの設定や、待合

スペースの設置等を行うこととしていま

す。 

また、117 ページのとおり、鉄道駅や主

要なバス停周辺にＰ＆Ｒ駐車場等を設置

し、自動車から鉄道や路線バスへの転換を

推進することとしています。 

８  バス運行にかかわる補助金は、住民の

税金から捻出されていることを考慮し、

利用者目線に立った取り組みを可能な

ものから先行して推進し、利便性を良く

して、利用者を増加させる仕組みづくり

が必要ではないか。 

本市における交通体系の目指すべき方

向性として、85ページのとおり、公共交通

の利便性を向上させ、利用者を増加させる

こととしています。 

また、施策の推進にあたっては、いただ

いたご意見を参考に、取り組んでいきま

す。 

№ 意見の概要等 意見に対する市の考え方 

１ 

 

新前橋駅をターミナル駅とし、ここを

中心に放射状のバス路線網を設定し、高

速バスも含めて全てのバス路線を発着

さてはどうか。 

前橋駅は、本市においてバス路線の最大

の拠点となっていることに加え、現在策定

中の立地適正化計画や、昨年度策定した中

心市街地活性化基本計画においても、前橋

駅周辺を活性化の拠点地区として位置付

け、都市機能の誘導やにぎわい創出を図る

こととしています。 

こうしたことから、本計画では、ＪＲ両

毛線や上毛電鉄とのネットワーク、さらに

は中心市街地との関係を踏まえ、前橋駅を

ターミナルとして位置づけています。 

一方、新前橋駅は、前橋駅よりも電車の

発着本数が多く鉄道の利便性が高いこと

から、市内の重要な拠点の一つとして鉄道

とバスの結節強化を図っていくとともに、

このメリットを生かしたまちづくりが必

要であると考えています。 
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２  路線が決まっている循環バスの運行

は、人口密度が低い地域では、無駄が多

いのではないか。 

 

 同一のバス路線であっても、中心部から

郊外に向かうにつれ利用者が減少し、輸送

力が過剰になっている例があります。本計

画では、99ページのとおり、広域幹線を補

完する地域間交通を中心に、路線や区間毎

の需要に応じ、運行本数や車両の大きさな

ど適正なサービス水準に見直し、持続可能

性の高い公共交通サービスを確保するこ

ととしています。 

３  医療機関めぐりバスなど、テーマや目

的を決めた回遊的な路線バスなど、目的

に応じて使いやすく、分かりやすいバス

があれば利用したい。 

 平成 28 年度に路線バスの利用者を対象

に実施したアンケート調査結果（66 ペー

ジ）によれば、バスは多様な目的で利用さ

れているため、多くのバス路線は、駅等の

交通結節点、医療機関、公共施設、商業施

設など様々な施設を結んで運行されてい

ます。 

 しかし、前橋駅と赤城山を結ぶ直通バス

のように、観光を主目的とし、多くの人に

利用されているケースもありますので、い

ただいたご意見は、バス交通網再編の参考

とさせていただきます。 

 また、本計画では、109ページのとおり、

分かりやすい情報案内等に取り組んでい

くこととしています。 

４  スクールバス的な、その路線ならば、

どこでも停められるようなバスを走ら

せてほしい。 

 

 バス停以外でも路線上の任意の場所で

乗降ができる「フリー乗降制」に関するご

意見については、バス交通網再編の参考と

させていただきます。 

５  現状の路線バスの本数及び範囲双方

の利便性を高めることを追うのではな

く、本数は少なくとも、ダイヤの確実性、

病院やショッピングセンター等の市民

ニーズの高い箇所を巡ることなどを目

指した路線づくりを考慮すべきではな

いか。 

 ダイヤの確実性については、バス専用レ

ーンやＰＴＰＳの導入（101ページ）、本町

二丁目交差点周辺の改良（116 ページ）等

により、定時性の確保を図ることとしてい

ます。 

また、都心幹線（114ページ）について、

けやきウォーク前橋を経由するように設

定するなど、市民のニーズを考慮しなが

ら、バス交通網の再編を進めていきます。 
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６  前橋駅周辺や中心商店街の活性化を

総合的に進めるため、これらの地域のバ

ス利用の利便性を高めるべきである。将

来的にこれらの地域内にバス交通不便

地域がないようにするとともに、これら

の地域から市内各地域（特に市街化区域

内住居系地域）へのバス路線網の形成が

必要ではないか。 

 中心市街地の主要施設を結ぶとともに、

回遊性向上による活性化に寄与するバス

路線として、114 ページのとおり、都心幹

線を形成することとしています。形成にあ

たっては、パターンダイヤ化、運行時間帯

の拡充等により利便性を高めるとともに、

各地域から前橋駅に集まる路線を活用す

るなど、中心市街地へのアクセス性も確保

する予定です。 

 また、中心市街地から郊外へ向かうバス

路線についても、99ページのとおり、広域

幹線として位置づける渋川市方面及び玉

村町方面の路線を中心に、運行頻度や運行

時間帯等を見直し、利便性を高めていきま

す。 

７  利用者の視点に立った路線編成を考

えていただきたい。 

 本計画の策定にあたっては、バス利用者

はもとより、バス利用の有無を問わず広く

市民に対してアンケート調査を行ったほ

か、地区別意見交換会等を実施しました。

なお、アンケート調査結果を 64～71 ペー

ジに掲載しています。 

８  現在バスを利用していない人の声も

聞くべきではないか。 

９  前橋はバス事業者が多く、各社がバラ

バラである。運行管理を一本化するなど

の調整が必要ではないか。 

 バス事業者の運行管理の一本化は、スケ

ールメリットが働き、経費削減等が期待で

きると考えますが、まずは、分かりやすい

情報案内のため、交通事業者間の共通ルー

ルを策定・運用すること（109ページ）や、

交通系ＩＣカードの導入（113 ページ）等

により、運行事業者にかかわらずシームレ

スに利用できる環境整備を行っていきま

す。 

10 委託路線（マイバス含む）だけでなく、

事業者が主体的に運行している自主路

線についても路線再編成の対象として

考えていかないと抜本的な改正にはな

らないのではないか。 

 本計画においては、広域幹線（99ページ）

として、自主路線である渋川市方面の路線

を位置づけるなど、自主路線・委託路線を

問わず再編の対象にしています。 
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11 現状のバス路線は前橋駅が起点にな

っているため、駅まで行かないと乗換え

ができない。郊外のショッピングセンタ

ーなど集客性の高い施設に乗換え地点

を設置するとともに、環状機能を強化す

る必要がある。 

また、利用者の利便性を考えると中心

市街地にバスターミナル機能があるべ

きで、まちなかで乗換えができるように

することで、待ち時間での市街地回遊や

消費につなげる必要がある。 

 都心幹線（114 ページ）を集客施設であ

るけやきウォーク前橋を経由させること

としており、今後、当該場所での乗換え・

結節機能強化を検討していきたいと考え

ています。 

 また、まちなかで乗換え等ができること

により、中心市街地の活性化への寄与が期

待できますので、本町二丁目交差点周辺の

改良（116 ページ）にあたり、公共交通利

用による来訪者等のまちなかへの新たな

玄関口となるような、交通結節機能の設置

について検討する旨を追記します。 

 なお、本計画においては、86ページのと

おり、策定中の立地適正化計画と連動し

て、中心市街地と各地域の拠点を公共交通

で結ぶこととしています。このため、環状

方向の動きは十分に支えきれないものと

認識していますので、今後の課題とさせて

いただきます。 

12 観光バス等の大型車両が駐車できる

駐車場が中心市街地にない。観光振興や

中心市街地活性化の面でも整備が必要

ではないか。 

 中心市街地の活性化のため、観光バス等

の大型車両の駐車場設置は重要であり、ま

た、他の交通モードへの円滑な乗継ぎを考

慮すると、交通結節点への設置が望ましい

と考えています。 

 このため、104 ページの交通結節強化策

について、観光バスや高速バスの駐車場設

置を考慮した記載に修正します。 

13 ＪＲとの連絡を図るとともに、タクシ

ーとの連携・調整を図るべきではない

か。 

 本計画では、104 ページのとおり、電車

の発着時刻を考慮したバス運行ダイヤを

設定し、結節強化を図ることとしていま

す。 

また、タクシーとの連携・調整に関して、 

主要バス停周辺に、タクシーの待機場所を

確保することで結節強化を図る旨を追記

します。 
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（３）地域の交通に関する意見 
 

№ 意見の概要等 意見に対する市の考え方 

１ 

 

 デマンドバスを空車で自宅まで回送

するのはもったいないのではないか。 

 

本市のデマンドバスについては、予約に

より最寄バス停へ配車する方式となって

います。今後、制度の見直し等を行う際に、

いただいたご意見を参考にさせていただ

きます。 

２  駅やバス停に移動する手段がないの

で、改善してほしい。 

（同様の意見 他１件） 

本計画では、公共交通不便地域の解消策

として、103 ページのとおり、地域内交通

の導入を位置づけており、自動車を運転で

きない人でも、送迎に頼らずに、運行エリ

ア内の病院、商店、駅等に行くことができ

るよう検討を進めています。 

また、地域内交通の運行エリア内の駅や

主要バス停を結節・乗換えポイントとして

整備したり、さらに、主要バス停周辺にタ

クシーの待機スペースを確保（104ページ）

等することにより、地域内交通やタクシー

により、駅や主要バス停まで行き、そこか

らは、鉄道や路線バスで移動できるように

するなど、多様な交通手段の円滑な乗換え

を推進し、広域的な移動の確保も図ってい

きます。 

３ マイタクでは、運賃が高くなり、通院、

観劇、買物等に自由に行けない。乗合タ

クシーのようなドアツードアで、かつ安

価で移動できる交通システムを導入し

てほしい。 

（同様の意見 他１件） 

４  買物、通院に困っている。駅に行けな

い。市民文化会館等にも行けないので、

文化的な活動が十分にできない。 

５ 月に２回位、地域内を巡回するマイク

ロバスを運行していただきたい。 

６ マイバス南・北循環は大変便利だと思

うので、桂萱地区にも、県立心臓血管セ

ンター、県看護協会等を結ぶとともに、

高齢者にも分かりやすく、通院や買物を

支えるバスを運行してほしい。 

７ 私の住むところは、幹線道路際である

が、バスが運行されておらず、買物に大

変困っている。マイタクがあるものの、

まちに買物に行くと往復で 2,500円位か

かるので、なかなか買物にも行けないの

で、何とかしてほしい。 

８ 赤坂から大胡方面のバス路線がなく、

高齢者には不便である。 

（同様の意見 他１件） 
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９ 遠くへ出掛ける時など、乗合マイクロ

バスのような、安く出掛けられるような

乗り物がほしい。 

10 荻窪方面から上泉方面へ行けるよう

な巡回バスがあるとよい。 

11 かつて運行されていた県立心臓血管

センターまでのバスを復活してほしい。 

（同様の意見 他２件） 

12 上毛電鉄の赤坂駅と心臓血管センタ

ー駅の中間に居住しており、とても不便

である。 

13 私の住む所は、公共交通が不便であ

る。自転車での移動は、坂が多く高齢に

なると大変である。買物にも不便で車に

乗れなくなったら困ることも多いと思

う。運転免許証を安心して返納できる環

境改善をお願いしたい。 

14 自宅から最寄駅まで 25 分位、県立心

臓血管センターまでは 20 分位、杖をつ

いて歩いていくが、最近疲れがひどいの

で改善してほしい。 

15 他所から転入してきたが、運転免許が

ないため、自宅から歩いて赤坂電停バス

停や赤坂駅まで行き、ここから、バスや

電車で片貝や中心市街地へ出掛けてい

る。そこで、小型車両によるコミュニテ

ィバスでもよいので、赤坂から前橋工業

高校方面に行くバスがあれば便利であ

る。 

16  歩くのが困難になった際には、ノンス

テップバスが運行されているとよい。 

本計画では、106 ページのとおり、高齢

者や障害者、子ども等を含め、全ての人に

やさしい移動空間の形成を図るため、ノン

ステップバスの導入等、ユニバーサルデザ

インの実現を目指すこととしています。 
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（４）個別のバス路線に関する意見 
 

 

 

（５）鉄道に関する意見 
 

№ 意見の概要等 意見に対する市の考え方 

１  シーズンには、日本百名山の一つであ

る赤城山を目指す人が多くなるが、土日

祝運行の急行バスの始発が前橋駅 8:45

のため、次の百名山に向かうのに苦労し

ているそうだ。始発を早くして速達性を

高めることはできないのか。 

 始発時間は、東京など市外から鉄道で来

た人の利用等も考慮し設定しているもの

ですが、いただいたご意見は、当該路線を

運行するバス事業者と情報共有し、路線バ

スの改善に活用していきます。 

２  川曲線（中央前橋駅方面行き）につい

て、箱田中前あたりから学生が利用する

ため、17:10 頃の便は大変混んでいる。

一方、16:10 頃の便は一人も乗っていな

い状況が見受けられるので、学校が終わ

る 16:30頃に時刻変更できないか。 

川曲線は、沿線の学校の授業終了時間

や、新前橋駅での電車の接続等を考慮して

平成 29年 12月にダイヤ改正を行いました

が、ご意見のような状況が見受けられるこ

と等について、当該路線を運行するバス事

業者と情報共有し、路線バスの改善に活用

していきます。 

３  平成 30 年６月の新しい日赤病院の開

院に合わせ、早期のバス路線の整備が必

要ではないか。 

開院とともにバス路線が乗り入れられ

るよう、バス事業者と調整を進めていま

す。 

№ 意見の概要等 意見に対する市の考え方 

１ 

 

東武伊勢崎線を前橋駅へ乗り入れさ

せることはできないか。 

 東武伊勢崎線の前橋駅への乗り入れは、

乗換えの解消等により利便性が向上する

ものと考えますが、現在の伊勢崎駅はＪ

Ｒ、東武鉄道、伊勢崎市とで協議した結果、

乗り入れができない構造となっています。 

 このため、ＪＲや東武鉄道に対して、ス

ムーズな乗換えが可能となるダイヤ調整

等を求めていきたいと考えています。 

２  両毛線利根川橋梁の複線化は難しい。

上野東京ラインは新幹線の上を通して

いるが、このような方法であれば、高崎

駅・前橋駅間のシャトル化は容易ではな

いか。 

本計画によって、二次交通の利便性の向

上や、駅前のにぎわい創出などに取り組む

ことにより前橋駅の利用者の増加を図り

つつ、両毛線の増便等をＪＲに要望してい

きます。 



11 
 

 

 

（６）道路に関する意見 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ＬＲＴについては、上毛電鉄との接続

ありきではなく、まちづくりの視点から

検討すべきではないか。 

102ページにおいて、「ＪＲ前橋駅と上毛

線中央前橋駅の結節強化策のみならず、ま

ちなかを有機的に結ぶ幹線公共交通軸と

して、まちづくりに寄与できるよう新たな

交通システム（ＬＲＴ等）の導入を検討し

ていく」と記載しています。 

№ 意見の概要等 意見に対する市の考え方 

１ 

 

 中央前橋駅～前橋駅間について、一般

車両を締め出し、駅前通りは分離帯のス

ペース等を使用して公共交通の走行空

間を確保してはどうか。 

 幹線バスの定時性確保（101 ページ）の

ため、道路構造や交通量、導入効果等を考

慮し、バス専用レーンの設置等を検討する

こととしています。 

 なお、駅前通りには、既にバス専用レー

ンが設置されています。 

２  特に朝の通勤通学時間帯の幹線道路

においては、バス等の公共交通機関の専

用・優先を徹底し、敢えて自動車等の個

別交通に不便を与えることも必要かと

思う。片側３車線以上の道路はバス専用

レーンを、２車線以上には優先レーンを

時間帯により設定し、取り締まりの強化

も図るべきである。 

 101 ページのとおり、現在一部路線に導

入されているバス優先レーンについて、多

くの一般車が進入している状況が見受け

られるため関係機関と有効活用に向けた

検討を行うこととしています。 

また、片側２車線以上の道路について、

１車線をバス専用レーンにすることや、そ

の際には、朝夕のラッシュ時など時間を区

切った運用についても検討することとし

ています。 
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（７）マイタクに関する意見 
 

 

 

（８）まちづくりに関する意見 
 

 

№ 意見の概要等 意見に対する市の考え方 

１ 

 

マイタクについて、現在の年間利用回

数では、通院や買物等が賄えない。利用

回数をもう少し増やしてほしい。 

（同様の意見 他３件） 

マイタクの利用回数、利用時間、支援額

等については、利用者や関係者の方々から

多くの意見をいただいています。 

このため、制度の見直し検討を行うとと

もに、その際には、行政負担が増加してい

る状況から、持続可能性も考慮する必要が

あると考えています。 

２ マイタクの支援額を定額（例えば

500 円）にしてほしい。 

３ マイタクの支援額を 500円ではなく、

もう少し増やしてほしい。 

４ マイタクの利用時間が午後６時まで

だが延長できないか。特に夏季は延長し

てほしい。 

（同様の意見 他２件） 

５ マイタクについて、マイナンバーカー

ドで利用できる実証実験が行われてい

るが、個人情報の漏えいが不安で利用し

たくない。マイタク専用カード等を作れ

ないか。 

 

 マイナンバーカードは、クレジットカー

ド等と同様に十分な安全性が確保されて

いるほか、顔写真がついていることから他

人がなりすますことも困難です。 

 また、マイナンバーカードは、健康保険

証や病院の診察券の活用等も検討されて

いることから、通院での利用が多いマイタ

クへの導入はメリットが大きいものと考

えています。 

№ 意見の概要等 意見に対する市の考え方 

１ 

 

鉄道やバス路線沿線近くに多くの市

民が安心して住めるように誘導してほ

しい。多くの人々が地価の安い非線引き

の地域へ出て行ってしまっている。鉄道

やバス路線沿線の古くなった住宅に、子

や孫が再び住むとは思えない。空き家の

増加を目にしている。 

 現在、本市では、公共交通沿線等に都市

機能の集積と、まとまりのある居住地を形

成し、公共交通による移動がしやすく暮ら

しやすい地域の形成を図る立地適正化計

画を策定しております。その計画と連動

し、公共交通の利便性を向上させることと

併せて、公共交通沿線に居住の誘導を図っ

ていきます。 
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（９）公共交通の利便性向上に関する意見 
 

№ 意見の概要等 意見に対する市の考え方 

１  前橋駅前及びバス停留所の表示をも

っと利用者に分かりやすく、使いやすく

した方がよい。どこの乗り場から、どの

ような経路で運行するのかが分かりづ

らいので、乗り場への誘導案内看板の設

置、放送による案内（特に初めての乗降

者は分かりづらいため、駅構内での案内

はすぐにでもしてほしい）、運行経路や

停車場所の掲示を分かりやすくすると

ともに、バスロケーションシステムを全

部のバスに機能させ、サイネージだけで

なくスマートフォン等で見られるよう

にした方がよい。 

 本計画では、104 ページのとおり、前橋

駅をはじめとした利用の多い主要鉄道

駅・主要バス停において、様々な交通手段

間の円滑な乗継ができる結節機能の強化

を行うこととしており、いただいたご意見

を参考に分かりやすい乗換情報の提供等

を検討していきます。 

 併せて、109 ページのとおり、バス停や

バス車両において、乗り場の位置、行き先、

主要経由地等を分かりやすく案内する表

示方法や、バスロケーションシステムの充

実、スマートフォン等での情報提供などに

取り組むこととしています。 

２  前橋駅の降車場所にも時刻表があれ

ばスムーズに乗換えができるのではな

いか。 

３  時刻表の文字が小さいので、高齢者に

やさしいという観点からも文字を大き

くしてほしい。 

 本計画では、106 ページのとおり、高齢

者や障害者、子ども等を含め、全ての人に

やさしい移動空間の形成を図るため、バリ

アフリー化を推進することとしています。 

４  停留所の施設が寂しい。ベンチや屋

根、自動販売機、自転車置き場等の設備

を充実して利用者が待ちやすく、使いや

すい環境づくりが必要ではないか。 

 本計画では、107 ページのとおり、主要

バス停に上屋、ベンチ、照明等の設置を進

め、快適なバス待ち環境を整備することと

しています。 

 また、112 ページのとおり、バス停付近

に駐輪スペースを確保するサイクル＆バ

スライドを推進することとしています。 

５  ＩＣカードによる決済システムが中

期計画になっているが、可能な限り早期

に導入してほしい。 

 バス利用者を対象としたアンケート調

査の結果、バスの乗降時に困ったこととし

て、ＩＣカードが使えなかったことを挙げ

ている方が大変多く（69 ページ）、早期の

導入が求められているところです。このた

め、113 ページのとおり、群馬県、バス事

業者等と導入に向けた協議を進め、条件が

調った路線から導入していきたいと考え



14 
 

 

 

（10）その他の意見 
 

 

ています。 

６  学生割引カード導入を検討したらど

うか。 

 119 ページにおける、ターゲットを絞り

込んだ個別のモビリティマネジメントの

参考にさせていただきます。 

№ 意見の概要等 意見に対する市の考え方 

１  地域には高齢者が多い。私自身もゆく

ゆくは乗合バス、タクシーなどを利用し

たい。 

 本計画の目標の一つとして、「誰もが快

適に移動できる公共交通ネットワークの

構築」（89 ページ）を掲げており、自動車

を運転できない高齢者等であっても自由

に外出できるまちとなるよう、公共交通網

の再編を行っていきます。 

２  高齢者となり、車の運転ができなくな

った時のことを思うと不安である。 

３  高齢者もできることは進んで市や地

域等に協力したい。 

 住民主体の地域内交通の導入（103 ペー

ジ）をはじめ、公共交通網再編の検討にあ

たっては、地域の皆様とともに進めていく

必要がありますので、ご協力をよろしくお

願いいたします。 

４ 電気バス等を導入するなど話題性を

高めることで利用促進を図るべきでは

ないか。 

公共交通の利用拡大の有効な方策と考

えますので、公共交通網再編の参考とさせ

ていただきます。 

５ 

 

ケヤキ並木は前橋には不向きではな

いか。天川大島、敷島公園のように、前

橋には県木でもある黒松が似合うので

はないか。 

いただいたご意見を担当課に伝えさせ

ていただきます。 

６  大正用水の道路に照明が少なく、交差

点等が分かりづらい。 


